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資料 ２ 

平成 31年度 

練馬区地域包括支援センター運営方針（案） 

 

平成 31年３月 26日 

高齢施策担当部高齢者支援課 

 

 

   練馬区地域包括支援センター運営方針（以下「運営方針」という。）は、介護保

険法に基づき、練馬区地域包括支援センター（以下「センター」という。）業務の

円滑かつ効率的な実施、および適切、公正かつ中立な運営に資することを目的とし

て作成するものである。 

   団塊の世代の全てが後期高齢者となる平成 37 年に向けて、増加するひとり暮ら

し高齢者への対応や、在宅療養等の医療と介護の連携に関する相談の充実など、セ

ンターが地域包括ケアシステムの中核的機関としての役割を果たせるよう、センタ

ーの運営方針を明示する。 

   

１ 練馬区の地域包括支援センターの運営体制 

   平成 30年４月、高齢者相談センター本所・支所体制を見直し、25か所の地域包

括支援センター体制に再編、全所を本所化した。また、「高齢者相談センター」の

呼称を、介護保険法上の名称である「地域包括支援センター」に改めた。 

   今後、地域包括ケアシステムの中核を担う地域包括支援センターをより身近で利

用しやすい窓口とするため、区立施設への移転、センターの増設、担当区域の見直

し等を行う。 

 

２ 練馬区の地域包括ケアシステムの構築方針 

区内では、様々な団体やボランティアが高齢者を支える活動を展開している。他

区よりも介護事業者が多いという強みもある。 

このような練馬区の特性を踏まえ、区民や地域団体、医療機関、介護事業者等と

の連携・協力を進め、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、

切れ目のないサービス提供体制を構築していく。 

センターは、総合相談支援、権利擁護等の包括的支援事業や、介護予防ケアマネ

ジメント等を一体的に実施することにより、身近な地域における高齢者や家族への

支援を充実し、地域包括ケアシステムの確立に向けた中核機関としての役割を果た

していく。 
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３ 地域包括支援センター担当区域のニーズに応じた事業の実施 

   区は、福祉施策を効果的に推進するため、練馬、光が丘、石神井、大泉の４か

所に総合福祉事務所を設置し、この管轄と同一の区域を日常生活圏域としてい

る。また、日常生活圏域の更に身近な地域を「地域包括支援センター担当区域」

とする。 

   センターは、地域包括支援センター担当区域における高齢者人口や医療・介護

資源等の状況を把握し、重点的に行うべき業務を定めて、効率的かつ効果的に業

務を実施する。 

 

４ 介護事業者、医療機関、民生委員等とのネットワーク構築の方針 

· 相談支援の実施等を通じ、町会・自治会、民生・児童委員、医療機関、介護事業

者、介護家族の会、高齢者の日常生活支援に関する活動に携わるボランティア等、

地域における様々な関係者とのネットワークの構築を図る。 

· 民生児童委員協議会、地域密着型サービス事業者が実施する運営推進会議等、地

域における様々な関係者の開催する会議に参加する。 

· 医療機関、介護事業者等を対象に、多職種による在宅医療・介護連携に関する事

例検討会や研修等を計画的に開催する。 

· 個別ケース検討を行う「地域ケア個別会議」、自立支援の検討を行う「地域ケア予

防会議」、地域の関係者で課題を共有する「地域ケアセンター会議」を開催し、地

域課題の把握・解決やネットワークの構築を図る。 

 

５ 介護予防ケアマネジメントの実施方針 

· 介護予防サービスの利用相談を受けた際には、希望するサービスの内容や心身の

状況等に合わせ、適切な方法で介護予防サービスが利用できるよう、健康長寿チ

ェックシートまたは要介護認定の実施を支援する。 

· 介護保険制度の趣旨や自立支援・重度化防止（介護予防）の考え方、サービスの

適正利用について、介護サービス利用者やそのご家族の理解を促すための啓発を

行う。 

· 適切なアセスメントの実施により、利用者の状況を踏まえた目標を設定し、利用

者自身が主体的に目標の達成に取り組んでいけるよう、介護予防サービス計画を

作成する。 

· 介護予防・生活支援サービス、予防給付サービスの他、一般介護予防事業や区の

高齢者福祉サービス、民間団体により提供される生活支援サービス、地域住民に

よる自発的な活動も含め、その人に合った適切なサービスが包括的に提供される

よう支援する。 
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６ ケアマネジメント支援の実施方針 

· 地域のケアマネジャーへの相談内容を整理・分類し、経年的に把握することによ

り、区、センター等が実施するケアマネジャーの資質向上を目的とした取組に活

用する。 

· 地域の主任ケアマネジャーおよびケアマネジャーのネットワーク構築および資質

向上のための連絡会、事例検討会等を開催する。 

· 地域ケア会議等を活用し、ケアマネジャーに対して地域密着型サービスの利用内

容の周知・理解を促進する。 

· 地域ケア予防会議では、リハビリ専門職や保健師など多職種の専門家により、個

別のケアプランを具体的に検証して、自立支援・重度化防止（介護予防）に資す

るケアマネジメントを実施する。合わせて、個々の高齢者の状況を踏まえて、よ

り適した介護サービスの提供につなげる。 

 

７ 地域ケア会議の運営方針 

· 区は、地域の関係者との話し合いの場である地域ケア会議を、25か所のセンタ

ー単位で行う「地域ケア個別会議」「地域ケア予防会議」「地域ケアセンター会

議」、４つの日常生活圏域単位で行う「地域ケア圏域会議」、区全体で行う「地域

ケア推進会議」により開催する。 

· 地域ケア個別会議では、個別ケースの検討を通じ、高齢者の課題解決を支援する

とともに、課題解決に向けた社会資源の把握やネットワークの構築を図る。 

· 地域ケア予防会議では、多職種協働により個別ケースを検討し、自立支援・重度

化防止（重度化防止）に資するケアマネジメントの実施を支援する。また、会議

に参加したセンター職員や専門職の資質の向上を図る。 

· 地域ケアセンター会議では、地域ケア個別会議と地域ケア予防会議を通じて抽出

された地域課題について、地域の関係者で話し合う。 

· 地域ケアセンター会議で把握された地域課題は、総合福祉事務所が開催する地域

ケア圏域会議に報告し、地域の関係機関と課題解決に向けた検討を行う。 

 

８ 庁内関係機関との連携方針 

· 高齢者虐待対応や成年後見の区長申立て等においては、総合福祉事務所と緊密

に連携し、迅速かつ適切な支援を行う。 

· 総合福祉事務所が開催する圏域連絡会や高齢者支援課が開催する地域包括支援

センター長会に参加し、センターの設置目的の達成に向けた課題解決を行うと

ともに、練馬区とセンターの相互連携を推進する。 

· 地域ケアセンター会議で検討した地域課題について、その解決に向け、地域の関

係者で協議する地域ケア圏域会議を、総合福祉事務所と連携して開催する。 
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· センターが受けた介護サービスに関する相談について、必要に応じて、総合福祉

事務所、高齢者支援課等に報告・協議を行う。 

· 生活困窮、障害や育児など、複合的な課題を抱える方への支援を充実するため、

総合福祉事務所、保健相談所、障害者地域生活支援センター、子ども家庭支援セ

ンター等との連携を強化する。 

 

９ 公正性および中立性確保のための方針 

· 練馬区の高齢者保健福祉行政の一翼を担う「公的な機関」として、公正・中立な

運営の確保に努めるとともに、運営費用が区民の介護保険料や地方公共団体の

公費によって賄われていることを十分に理解し、適切な事業運営を行う。 

· センターは、自らその実施する事業の質の評価を行うことにより、その実施する

事業の質の向上に努める。 

· 区およびセンターは、地域包括支援センター運営協議会と連携を行いながら、定

期的な点検を行い、センターの運営に対して適切に評価を行う。 


